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愛知県 国家戦略特別区域 区域計画（案） 

 

平 成 2 7 年 1 1 月 2 6 日 

愛知県国家戦略特別区域会議 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

（６）名称：公立国際教育学校等管理事業 

    内容：公立学校運営の民間開放に係る学校教育法等の特例 

（国家戦略特別区域法第 12 条の３に規定する公立国際教育学校等管理事業） 

民間が主体となった学校運営により、生産現場のニーズに対応した人材を育

成するため、県立愛知総合工科高等学校の専攻科の管理を民間事業者に委託

する。【平成 29 年４月より開始】 

 

（７）名称：特定非営利活動法人設立促進事業 

内容：ＮＰＯ法人の設立手続の迅速化に係る特定非営利活動促進法の特例 

（国家戦略特別区域法第 24 条の４に規定する特定非営利活動法人設立促進 

事業） 

新たな産業と雇用の創出に寄与するとともに、社会起業の重要な担い手でも

ある特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の設立を促進するため、愛知県及び

名古屋市が所轄庁として実施するＮＰＯ法人の設立認証手続における申請書

類の縦覧期間を、２月から２週間に短縮する。【平成 28 年１月より実施】 

 

３ 区域計画の実施が国家戦略特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

  区域計画の実施により、農業、医療、教育等の総合的な規制改革の実現が図られ、愛

知県における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成に相当程度寄与

する。 

 

４ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠

点の形成のために必要な事項 

事項：雇用条件の明確化のための「雇用労働相談センター」の設置 

内容：雇用条件の明確化等を通じ、新規開業直後の企業やグローバル企業の設立等を促 

進するため、事業実施者の早期選定を行い、名古屋市内において、雇用ルールの 

周知徹底と紛争の未然防止を図るための「雇用指針」等を活用し、弁護士等によ 

る高度な個別相談対応等を行う「雇用労働相談センター」（以下「センター」とい 

う。）を、国家戦略特別区域会議の下に設置する。【平成 28 年４月より実施】 

資料１－２ 
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ⅰ）設置主体：国（競争入札により事業実施者を選定） 

ⅱ）設置場所：愛知県産業労働センター 

ⅲ）実施体制：センター長、代表弁護士、代表相談員等を配置する。 

・センター長は、本事業が「区域方針」及び「愛知県国家戦略特別区域 

計画」に則り、その目的達成に必要なものとして機能するよう、助言 

及び指導を行うとともに、「雇用労働相談センター運営協議会（仮称）」 

を開催し、センターの運営を円滑に実施するために必要な連絡調整を 

行う。 

・代表弁護士は、特に労働関係法令や雇用指針に精通し、かつ国際的な 

労働ルール及び商習慣を熟知していると認められる弁護士の中から選 

任する。 

・代表相談員は、特に労働関係法令や労務管理の実務に精通していると 

認められる相談員の中から選任する。 

ⅳ）事業内容：センターが実施する主な事業は、以下のとおり。 

・弁護士による高度な専門性を有する個別相談対応 

・弁護士等による個別訪問指導 

・相談員による電話相談、窓口相談等の対応 

・セミナーの開催等 

ⅴ）そ の 他：センターには相談員等が複数名常駐し、相談対応時間は、月・火・水・ 

木・金曜日（国民の祝日及び年末・年始（12 月 29 日～１月３日）を 

除く）の午前９時から午後８時 30 分までとする。 


